
公立保育園の一時保育のご案内 
  

● 一時保育とは 
 保護者が仕事や就学等により、児童の保育が困難な場合に一時的に保育園で保育する

事業です。 
１．実施保育園 

  １）いろは保育園 志木市本町１－１－６７     

２）西原保育園  志木市幸町３－９－５２ 

 

２．保育事業の種類 

種類 預ける理由 預ける期間 

非定型一時保育 保護者の就労、職業訓練、就学などの理由によ

り、断続的に家庭において保育が困難な場合 

週３日以内 

(６か月以内) 

緊急一時保育 保護者の傷病、通院、出産（里帰り出産含む） 

災害、事故、看護、介護等の理由により、緊急

かつ一時的に家庭において保育が困難な場合 

必要と認められ

る期間 

(３か月以内※出

産は４週間以内)  

※再申請可能 

リフレッシュ  

一時保育 

保護者の育児に伴う心理的又は身体的負担の軽

減を図る等の理由により、一時的に家庭におい

て保育が困難な場合 

月１６時間以内 

（いろは保育園・

西原保育園の利

用合計） 

 

３．対象児童 次のすべての要件をみなす児童 

１）保護者とも、志木市に居住している児童(里帰り出産除く) 

２）集団保育が可能な満８か月～就学前までの児童 

３）保育施設に通園していない児童 

 

４．利用時間 

   平日 午前８時３０分～午後４時３０分 

（リフレッシュ保育のみ 平日９時～午後４時） 

   ※非定型一時保育、緊急一時保育は、上記時間内の必要な時間での預かりとなりま

す。 

   ※土曜日は、緊急一時保育のみの実施となります。  

   ※リフレッシュ保育については、初回面接（１時間）について、利用可能時間から

利用したものとなります。 
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５．利用料 

・非定型・緊急一時 １人当たり日額 １，２４０円＋給食費２８０円＝１，５２０円 

・リフレッシュ保育 １時間３００円（別途給食費２８０円） 

※支払い方法･･･電子決済にて、利用日当日の登園前に支払いを済ませてください。 

          返金対応はできません。 

 

６.利用料の減免について 

※多生児については、保育園・認定こども園・幼稚園に通園していない多生児が緊急も

しくはリフレッシュ一時保育を利用した場合のみ、利用料相当分が免除されます。 

 

７.給食 

   １食２８０円（おやつ込み） 

   ※お弁当などの持ち込みはできません。事前にアレルギーや食べたことがない食品

がないか、給食メニューを確認し、利用予約してください。アレルギーがある場合

は、事前にご相談ください。 

   ※食べたことがない食品は、ご家庭で必ず食べてからご利用ください。 

 

８．休業日 

   日曜日、祝休日、１２月２９日～１月３日、その他福祉事務所長が定める日 

 

９．申請の手続 

①非定型一時保育・・・利用日の１か月前～１４日前までに申請書と証明書等を利用す

る保育園に提出。(詳しい内容については、保育園へ直接連絡) 

②緊急一時保育・・・ 利用日の１か月前～７日前までに              

申請書と証明書等を利用する保育園に提出。（利用内容によ

り前日でも可） 

(詳しい内容については、保育園へ直接連絡) 

  ・①②については、利用の理由、利用の証明になる書類、利用日、利用期間、及び母子

健康手帳、の確認をさせていただきます。 

・利用内容が変更になる場合は志木市一時保育利用変更届を提出してください。 

 保育園へ申し込み → 面接 → 利用開始 

 

・志木市一時保育利用申請書を提出していただく際、お子様と一緒に面接を行います。 

・問い合わせ、申請書の提出は、利用する保育園に直接お願いします。 

 ・志木市一時保育利用申請書・志木市一時保育利用変更届の様式は、市ホームページ 

からダウンロードできます。 

 

生活保護世帯・非課税世帯・年収 360万円未満世帯 0円 

里親世帯・多生児（※） 280円（給食費のみ） 



③リフレッシュ保育・・利用日の１４日前～７日前までに電子申請 

             志木市ホームページから一時保育を検索いただき、お申込み 

してください。電子申請のみ。 

  ・事前登録 

電子申請→ 園から回答→面 接→登録完了 

※電子申請後、保育園から受付完了メールが届きます。 

           いろは保育園 西原保育園 

 面談予約フォーム 西原保育園 https://logoform.jp/form/oyr6/960244 

        いろは保育園 https://logoform.jp/form/oyr6/937493  

・利用予約 

電子申請 → 園から回答 → 利用開始  

   ※利用予約については、面談後に予約可能な QRコードをお渡しします。 

 

１０.保育利用の際用意するもの 

【全児童用意する物】 

  １）バッグ・・・・・・・・・荷物を持ち帰る物 

  ２）手拭き、口拭きタオル・・ハンドタオルサイズ各１枚 

  ３）着替え・・・・・・・・・下着、トレーナー、ポロシャツ、ズボンなど各３枚位 

  ４）スーパーの袋１枚・・・・汚れ物を持ち帰ります。 

  ５）フェイスタオル・・・・・・・１枚 

  ６）お昼寝の時使用する物・・夏･･･バスタオル２枚 冬･･･バスタオル１枚毛布１枚 

  ７）食事用エプロン１枚・・・０才児～２才児使用 

※布製品２枚か他の素材（シリコン等）１枚 

  ８）おむつ・・・・・・・・・７枚位（おしり拭きウエットティッシュも持参） 

                  「おむつは園で処分するため持ち帰りません」 

   ※持ち物については、面接の時に詳細をお知らせします。 

   ※持ち物すべてに、名前を書いてください（靴、おむつ、ビニール袋にも） 

 

● お願い 

 ■お子さまに、ひきつけ、脱臼、ヘルニア、喘息、アレルギーなどの持病がある場合

は、面接の時にお知らせください。 

 ■原則として薬のお預かりはできません。 

 ■感染症にかかった場合は、医師の許可を受けないと利用ができません。保育園に連絡

https://logoform.jp/form/oyr6/960244
https://logoform.jp/form/oyr6/937493


 

を入れ治癒してからの利用となりますので、登園許可書・登園届を提出してください

(証明書は保育園にあります。志木市のホームページからもダウンロードできます。) 

 ■37度 5分以上の熱が出た場合、または体調が良くない場合は連絡をします。状況によ

ってお迎えをお願いすることになりますが、利用料、給食費の返金はできかねますの

で、ご了承ください。 

 ■年間を通して裸足保育をしています。乳幼児期に裸足で生活することにより、土踏ま

ずが形成され、健康な体づくりを目的としておりますのでご協力をお願いします。 

 ■利用時間を守るようご協力お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンセルについて 

 キャンセルする場合は、事前に電話で利用する保育園へご連絡ください。 

 利用日当日にお休みする場合は、午前８時３０分から午前９時の間に利用する

保育園へ必ずご連絡ください。ご連絡をいただいた場合は、利用料と給食費は

かかりません。 

また、リフレッシュ保育の予約変更はできません。キャンセルした場合は、保育

を利用したとみなします。なお、連絡が利用日当日午前９時を過ぎてしまった場

合は、利用料と給食費のお支払が発生します。 

問合せ先：いろは保育園 TEL ０８０－７２２５－２２５７ 

       西原保育園  TEL ０８０－９４６２－５９８６ 

       受付時間：平日 午前８時３０分～午後４時３０分 


